　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（別紙１）１（２）イの（注）④に基づいて配置する場合のサービス提供責任者数

	[bookmark: OLE_LINK2]利用者の数
	１（２）イの（注）④に基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数
	常勤換算方法によることとする事業所で必要となるサービス提供責任者数

	５０人以下
	３
	３

	５１人以上１００人以下
	３
	３

	１０１人以上１５０人以下
	３
	３

	１５１人以上２００人以下
	４
	３

	２０１人以上２５０人以下
	５
	４

	２５１人以上３００人以下
	６
	４

	３０１人以上３５０人以下
	７
	５

	３５１人以上４００人以下
	８
	６

	４０１人以上４５０人以下
	９
	６

	４５１人以上５００人以下
	１０
	７

	５０１人以上５５０人以下
	１１
	８

	５５１人以上６００人以下
	１２
	８

	６０１人以上６５０人以下
	１３
	９




















（別紙２）移動支援に係る従業者の資格要件

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]資　　格
	サービス
提供責任者
	サービス
提供職員

	①介護福祉士
	○
	○

	②居宅介護従業者養成研修修了者・訪問介護員養成研修修了者
（１級～２級）
	○
（２級を除く）
	○

	③介護職員基礎研修修了者
	○
	○

	④社会福祉士及び介護福祉士法第４０条第２項第５号の指定を受けた学校又は養成施設において６月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修を修了した者（実務者研修修了者）
	○
	○

	⑤居宅介護初任者研修修了者
	×
	○

	⑥平成18年9月29日厚生労働省告示第538号（平成24年3月30日改正）において、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
	×
(①～⑤を除く)
	○

	⑦視覚障害、全身性障害又は知的障害を有する者及び障害児に対する外出時における移動の介護等に必要な知識、技能を有する移動介護従業者の養成研修として都道府県知事が認めた研修を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（移動介護従業者養成研修終了者等）
	×
	○







